
資料3-3
別紙

JARC9999
長方形







平成２９年４月１７日 
 

公益財団法人自動車リサイクル促進センター 
資金管理センター 

 
再資源化預託金等に付する利息の計算で使用する平成２８年度の利率（案） 

 
自動車リサイクル法第７５条及び同法施行規則第７０条の規定に基づき、再資源化

預託金等に付する利息の計算で使用する平成２８年度の利率（案）を下記のとおり算

出する。 
 
１．利率の算式  
  平成２８年度の運用利益金の総額等（下記２．）を、平成２８年度末における再資

源化預託金等の残高（下記３．）と平成２８年度末における平成２７年度までの運用

利益金の残高（下記４．）の合計で除して算出。（小数点以下５位未満切捨て） 
 
２．平成２８年度の運用利益金の総額等 
   下記（１）（２）（３）（４）の合計額：               ８，３２６，７３３，０６６円 
 
（１）平成２８年度において再資源化預託金等を運用して得た運用利益金（再資源化

預託金等特定資産運用益）の総額：              ８，２６５，１７６，６０５円 
（２）平成２７年度の利率計算において利率の小数点以下５位未満切捨て処理にて生

じた差額：                                             ８，５３８，０２８円 
（３）平成２８年度の再資源化預託金等の払渡し等に付する利息を算出する際に切捨

てた１円未満の端数を合計した額等：                       ８，８３３，４５７円 
（４）平成２７年度以前に請求され、平成２８年度に中古車輸出した自動車所有者へ返

還された再資源化預託金等について、平成２７年度までの複利計算をした元利合

計額と支払金額との差額：                       ４４，１８４，９７６円 
 
３．平成２８年度末における再資源化預託金等の残高 
   下記（１）（２）の合計額：                  ８５３，３２５，２５１，７８７円 
 
（１）平成２８年度末における再資源化等預託金の残高： ８３９，３３２，１３６，９１７円 
（２）平成２８年度末における情報管理預託金の残高：    １３，９９３，１１４，８７０円 
 
                                                     



４．平成２８年度末における平成２７年度までの運用利益金の残高 
   下記（１）から（２）（３）（４）（５）の合計を減じた額：    ７１，６４１，８４５，１８４円 
 
（１）平成２７年度末の運用利益金（未払再資源化預託金等利息）の残高： 
                                     ７６，９８７，３３５，０２５円 
（２）平成２８年度に再資源化預託金等の払渡し等に付して支払った利息の総額： 
                                      ５，２８３，９３３，３８０円 
（３）平成２７年度の利率計算において利率の小数点以下５位未満切捨て処理にて生

じた差額：                                  ８，５３８，０２８円 
（４）平成２８年度の再資源化預託金等の払渡し等に付する利息を算出する際に切捨

てた１円未満の端数を合計した額等：                 ８，８３３，４５７円 
（５）平成２７年度以前に請求され、平成２８年度に中古車輸出した自動車所有者へ返

還された再資源化預託金等について、平成２７年度までの複利計算をした元利合

計額と支払金額との差額：                       ４４，１８４，９７６円 
 
５．利率 
   ８，３２６，７３３，０６６ ／ ９２４，９６７，０９６，９７１ ＝ ０．００９００２２ 

となるので、小数点以下５位未満を切捨てた結果は ０．００９００ となる。                             
 
※再資源化預託金等に付する利息の計算で使用する平成２８年度の利率の算出 

方法 
別紙「再資源化預託金等に付する利息の計算で使用する平成２８年度の利率の 
算出」に記載。 

 
以上 



平成 29 年 4 月 17 日 

公益財団法人自動車リサイクル促進センター 

資金管理センター 

 

再資源化預託金等に付する利息の計算で使用する平成 28 年度の利率の算出 

 

 

１． 再資源化預託金等に付する利息の考え方 

（１）使用済自動車の再資源化等に関する法律第 75条では、資金管理法人は主務省

令で定めるところにより、再資源化預託金等に利息を付さねばならないとしており、

主務省令（同法施行規則第 70 条）で詳細が規定されている。（参考 1 を参照。） 

 

（２）同法施行規則第 70 条では、以下のルールで再資源化預託金等に利息を付すこ

ととしている。 

 

【利息が付される期間】 

当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から、以下に掲げる行為が

行われた日の属する年度の前年度 

①再資源化等預託金について、自動車製造業者等から払渡し請求をされたとき。 

②再資源化預託金等について、中古車輸出した自動車所有者から返還請求をさ

れたとき。 

③再資源化預託金等について、特定再資源化預託金等として出えん等の承認申

請、又は再資源化等預託金の一部負担の認可申請がされたとき。 

④情報管理預託金について、情報管理センターから払渡し請求をされたとき。 

 

（利息が付される期間の例示）          ○：預託日  ▲：請求・申請日 

         平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度    利息付与の年度 

ケース 1      ○                   ▲       平成 27、28 年度 

ケース 2                ○        ▲       平成 28 年度 

ケース 3                         ○  ▲        なし 

 

 

【利息計算の方法】 

上記の期間の各年度における利率を用いて複利計算して算出した元利合計額（1

円未満は切捨て）から当該再資源化預託金等の額を減じた額 

 

別紙 



 

２．平成 28 年度の利率 

以下の①②③④の合計額を、⑤⑥の合計額で除して算出し、小数点以下 5 位未満

を切り捨てたもの。 

 

【分子】 

①平成 28 年度に再資源化預託金等を運用して得た運用利益金（※1）の総額 

②平成 27 年度の利率計算において利率の小数点以下 5 位未満を切捨て処理した

ことにより生じた差額 

③平成 28 年度の再資源化預託金等の払渡し等に付する利息を算出する際に切捨

てた 1 円未満の端数の合計金額を合算した額 

④平成 27 年度以前に請求され、平成 28 年度に中古車輸出した自動車所有者へ

返還された再資源化預託金等について、平成 27 年度までの複利計算した元利

合計額と返還金額との差額 

 

【分母】 

⑤平成 28 年度末における再資源化預託金等（承認・認可済特定再資源化預託金

等を除く。）の残高 

⑥平成 28 年度末における平成 27 年度までの運用利益金の残高 

 

 

※1 運用利益金について 

以下の 3 つの合計額が運用利益金となる。 

①平成 28 年度中における保有期間に応じて発生する保有債券の利息額 

②債券の取得価格が額面と異なる場合（※2）においては、当該債券の取得月（平成

27 年度以前に取得した債券については、平成 28 年 4 月）から償還月までの期

間に対する、取得月（平成 27 年度以前に取得した債券については、平成 28 年

4 月）から平成 29 年 3 月（平成 28 年度に償還される債券については償還月）ま

での期間に応じて償却原価法（※3）により計算した償却損益額。 

③平成 28 年度に入金された金融機関からの利息収入 

 

※2 債券の取得価格と額面の乖離について 

債券を保有すると、毎期利息が発生するとともに、満期償還時に債券の額面金額

を受け取ることができる。市場の金利は経済情勢によって変化するため、額面金

額に対する利息の割合と市場金利には当然乖離が発生し、この乖離は額面価額

と債券の市場価格の差として反映されることとなる。 



 

※3 償却原価法について 

債券を額面金額より高い価格で取得した場合には、償還時に額面と取得価格の

差額相当分の償還差損が発生し、額面より低い価格で取得した場合には、償還時

に額面と取得価格の差額相当分の償還差益が発生する。償却原価法とは、この

差損益の計上に際して、償還時に一度に計上しないで、償還日までの期間に応じ

て均等に償却する方法。 

 

 

上記の算式に実績値を当てはめて計算すると 0.0090022 となり、小数点以下 5 位未満

を切捨てるため、0.00900 となる（別紙参照）。 

 

 

以上 



「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の抜粋 
 
（利息） 

第７５条 資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に利息を付

さなければならない。 
 
（再資源化預託金等の払渡し） 

第７６条 自動車製造業者等は、第２１条の規定によりフロン類回収業者、解体業者又は破

砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第

７３条第１項から第３項までの規定により預託された再資源化等預託金であって当該特

定再資源化等物品に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求すること

ができる。この場合において、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対し

て、情報管理センターが第８５条第１項の規定による請求を受けて交付する同項に規定

する書類等であって自らが当該特定再資源化等物品を確実に引き取ったことを証する事

項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。 
２ ＜省略＞ 
３ 前２項の規定は、指定再資源化機関が第１０６条第２号に規定する業務に関して特定

再資源化等物品を引き取った場合について準用する。 
４ 第３１条第１項の認定を受けた自動車製造業者等は、同項の規定により解体自動車の

全部再資源化の実施を委託した解体業者又は破砕業者（以下この条において「委託解体業

者等」という。）が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引渡したときは、主務省令

で定めるところにより、第７３条第１項から第３項までの規定により預託された再資源

化等預託金のうち当該解体自動車に係る第３４条第１項第１号に定める料金に相当する

ものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。この場合にお

いて、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対して、情報管理センターが

第８５条第３項の規定による請求を受けて交付する同条第１項に規定する書類等であっ

て委託解体業者等が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を確実に引き渡したことを

証する事項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。 
５ ＜省略＞ 
６ 情報管理センターは、第８１条第１項の規定による報告がされたときは、主務省令で定

めるところにより、第７３条第４項の規定により預託された情報管理預託金で当該報告

がされた使用済自動車に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求する

ことができる。 
 
（再資源化預託金等の取戻し） 

第７８条 再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、当該自動車を輸出した

場合その他当該再資源化預託金等を預託しておく必要がないものとして政令で定める場

合には、主務省令で定めるところにより、当該再資源化預託金等を取り戻すことができる。 
２ 前項の規定による取戻しの権利は、当該自動車を輸出した日から２年経過したとき（同

項の政令で定める場合にあっては、政令で定めるとき）は、時効によって消滅する。 
 

参考 



（特定再資源化預託金等の取扱い） 
第９８条 資金管理法人は、その管理する再資源化預託金等（その利息を含む。以下この条

において同じ。）のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの（以下｢特定再資源化預託

金等｣という。）があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当

該特定再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資

源化機関に対し第１０６条第２号から第５号までの業務に要する費用に充てることを条

件として、若しくは情報管理センターに対し第１１４条に規定する情報管理業務に要す

る費用に充てることを条件として出えんすることができる。 
一 再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者に係る第７８条第１項の取戻し

の権利が同条第２項の規定により消滅した場合における当該再資源化預託金等 
二 解体自動車が解体自動車全部利用者に引き渡された場合（当該解体自動車が第３１

条第１項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化

の委託に係るものである場合を除く。）における当該解体自動車に係る再資源化等預託

金（第３４条第１項第１号に定める料金又は第１０８条第１項第１号に定める料金に

相当するものに限る。） 
三 フロン類回収業者がフロン類の再利用をした場合における当該フロン類の破壊に係

る再資源化等預託金 
四 再資源化預託金等が預託されている自動車が最後に自動車検査証の交付又は自動車

検査証の返付（道路運送車両法第６２条第２項（同法６７条第４項において準用する場

合を含む。）の規定による自動車検査証の返付をいう。以下同じ。）を受けた日から起算

して２０年を経過する日（以下この号において「期限日」という。）までの間に当該自

動車に係る特定再資源化等物品に係る再資源化等預託金又は情報管理預託金について

第７６条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。次号において同じ。）、第４

項及び第６項の規定による払渡しの請求がない場合における当該再資源化預託金等

（前３号に掲げるもの及び当該自動車の所有者が所有者が主務省令で定めるところに

より期限日以後においても当該自動車を継続して使用する旨を資金管理法人に通知し

た場合における当該再資源化預託金等を除く。） 
五 前各号に掲げるもののほか第７６条第１項、第４項及び第６項の規定による払渡し

の必要がないものとして主務大臣が認める場合における当該再資源化預託金等 
２ 資金管理法人は、前項の規定により特定再資源化預託金等をその資金管理業務の実施

に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんし

た後において、なお主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があるとき

は、資金管理法人が定める期間（次項において、「特定期間」という。）に限り、自動車の

所有者が第７３条第１項又は第３項の規定により預託すべき再資源化等預託金の一部を

負担することができる。 
３ 前項の場合において、資金管理法人は、あらかじめ、政令の定めるところにより、特定

期間、その負担する金銭（第５項において「負担金」という。）の額その他主務省令で定

める事項を定めた計画を定めた計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 
４ ＜省略＞ 
５ ＜省略＞ 
 



「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則」の抜粋 
 
（利息） 

第７０条 法第７５条の規定により再資源化預託金等に付する利息の額は、当該再資源化

預託金等（既に法第９８条第３項の規定による認可を受けたものを除く。）について、法

第７６条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、

第４項若しくは第６項の規定による払渡しの請求、法第７８条第１項の規定による取戻

しの請求、法第９８条第１項の規定による承認の申請又は同条第３項の規定による認可

の申請（以下この条において「請求等」という。）がされたときに、当該再資源化預託金

等の額に対し当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該請求等がされ

た日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額（そ

の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）から当該再資源化

預託金等の額を減じて得た額とし、その利率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当

該各号に定める率とする。 
一 法附則第１条第２号の政令で定める日（平成１７年１月１日）が属する年度 

  当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額を

当該年度末における再資源化預託金等（法第９８条第１項の規定による承認又は同条

第３項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。）の総額で除して得た

率（当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。） 
二 法附則第１条第２号の政令で定める日（平成１７年１月１日）が属する年度の翌年度

以降の年度 
  当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額に

次に掲げる額を加えて得た額（以下この条において、｢運用利益金総額等｣という。）を

当該年度末における再資源化預託金等（法第９８条第１項の規定による承認又は同条

第３項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。）の総額に再資源化預

託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の当該年度の前年度末における残高の

額を加えて得た額から当該年度に再資源化預託金等に付した利息の総額及び次に掲げ

る額を減じて得た額（以下この条において「再資源化預託金等総額等」という。）で除

して得た率（当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。） 
イ 当該年度の前年度における運用利益金総額等から当該年度の前年度における再資

源化預託金等総額等に当該年度の前年度の利率を乗じて得た額を減じて得た額 
ロ 当該年度に法第７６条第１項、第４項若しくは第６項の規定による払渡し若しく

は法第７８条第１項の規定による取戻しがされ、又は法第９８条第１項の規定によ

る承認若しくは同条第３項の規定による認可を受けた再資源化預託金等（既に同項

の規定による認可を受けたものを除く。以下この条において「払渡し等がされた再資

源化預託金等」という。）の額（その利息の額を除く。）に対し、当該再資源化預託金

等が預託された日の属する年度から当該再資源化預託金等について請求等がされた

日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額

の総額から当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額の総額を減じて得た

額 



ハ 当該年度の前年度以前に請求等がされ、当該年度に払渡し等がされた再資源化預

託金等の額（その利息の額を除く。）に対し、当該再資源化預託金等が預託された日

の属する年度から当該年度の前年度までの期間に応じ、複利の計算をして得た元利

合計額の総額から当該年度の前年度以前に請求等がされ、当該年度に払渡し等がさ

れた再資源化預託金等の額の総額を減じて得た額 
 
 



平成28年度の利率

平成28年度の運用利益金の総額等（①+②+③+④）

（※）

平成28年度末における再資源化預託金等の残高及び平成28年度末における平成27年度までの運用利益金の残高（⑤+⑥）

⑤平成28年度末における再資源化預託金等の残高 ⑥平成28年度末における平成27年度までの運用利益金の残高

＝（イ）＋（ロ）－（ハ）－（ニ）－（ホ）－（ヘ）　 ＝（イ）－（ロ）－（ハ）－（ニ）ー（ホ）　

（イ）平成27年度末における再資源化預託金等の残高：　　 845,169,050,038円 （イ）平成27年度末の運用利益金の残高：　　 76,987,335,025円

53,484,361,259円 5,283,933,380円

29,868,047,245円

8,538,028円

0円

8,833,457円

15,324,446,995円

　　

44,184,976円

135,665,270円

・・・ 0.00900

（ヘ）平成28年度に出えん等を行った承認・認可済
      特定再資源化預託金等の総額：
　　　(参考3の5．参照）

（ホ）平成28年度に中古車輸出した自動車所有者への
      返還が確定された再資源化預託金等の総額：
　　　(参考3の4．参照）

（ニ）平成28年度末における承認・認可済特定再資源化
      預託金等の残高：

+

（ロ）平成28年度に預託された再資源化預託金等の総額：
　　　(参考3の2．参照）

＝
8,326,733,066

＝

（※）使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第７０条の
　　　規定に基づき小数点以下五位未満の端数を切り捨てる。

924,967,096,971

853,325,251,787円

0.0090022

①平成28年度において再資源化
   預託金等を運用して得た運用
   利益金の総額(参考3の1．参照）

8,265,176,605円

④平成27年度以前に請求され、
   平成28年度に中古車輸出した
   自動車所有者へ返還された再
   資源化預託金等について、平
   成27年度までの複利計算をし
   た元利合計額と返還金額との
   差額　[⑥（ホ）と同じ]

44,184,976円8,833,457円

+

②平成27年度の利率計算にお
   いて利率の小数点以下5位
   未満切捨て処理にて生じた
   差額　[⑥（ハ）と同じ]

分
母

分
子

+

（ニ）平成28年度の再資源化預託金等の払渡し等に付する
      利息を算出する際に切捨てた1円未満の端数を合計
      した額等：

③平成28年度の再資源化預託
   金等の払渡し等に付する利息
   を算出する際に切捨てた1円
   未満の端数を合計した額等
   [⑥（ニ）と同じ]

8,538,028円

+

8,326,733,066円

924,967,096,971円

（ハ）平成28年度に自動車製造業者等又は情報管理
      センターに払渡された再資源化預託金等の総額：
　　　(参考3の3．参照）

71,641,845,184円

（ロ）平成28年度に再資源化預託金等の払渡し等に付して
      支払った利息の総額：
　　　(参考3の6．参照）

（ハ）平成27年度の利率計算において利率の小数点以下
       5位未満切捨て処理にて生じた差額：

（ホ）平成27年度以前に請求され、平成28年度に中古車
      輸出した自動車所有者へ返還された再資源化預託金
      等について、平成27年度までの複利計算した元利
      合計額 と返還金額との差額：

添付
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